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気候変動影響評価等小委員会の設置について 

 

 

平成 25 年７月２日 

地球環境部会決定 

平成 28 年９月 12 日 

一 部 改 正 

平成 31 年１月 16 日 

一 部 改 正 

 

 

 

 中央環境審議会議事運営規則（平成 13 年１月 15 日中央環境審議

会決定。以下「議事運営規則」という。）第８条の規定に基づき、次

のとおり決定する。 

 

 

 

１． 地球環境部会に、議事運営規則第８条の小委員会として、気候

変動影響評価等小委員会を置く。 

 

２． 気候変動影響評価等小委員会は、気候変動適応法（平成 30 年法

律第 50 号）に基づき、気候変動及び多様な分野における気候変動

影響の観測、監視、予測及び評価に関する最新の科学的知見を踏

まえ、気候変動影響の総合的な評価について審議する。 

 




